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お知らせ１月

後
期
高
齢
者
の
健
康
診
査
を

受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
へ

　

健
康
診
査
を
長
い
間
受
診
さ
れ

て
い
な
い
方
に
、
健
康
診
査
を
勧

め
る
受
診
勧
奨
の
お
知
ら
せ
が
は

が
き
で
山
口
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
か
ら
１
月
20
日
㈮
に
発

送
さ
れ
ま
す
。（
受
診
内
容
な
ど
が

記
載
さ
れ
て
い
ま
す
）

■
勧
奨
の
対
象
と
な
る
方

　

平
成
21
年
４
月
１
日
か
ら
平
成

23
年
９
月
末
頃
ま
で
の
期
間
に
健

康
診
査
を
受
診
さ
れ
て
い
な
い
方

（
昨
年
に
受
診
勧
奨
の
お
知
ら
せ

が
届
い
た
方
の
中
で
ア
ン
ケ
ー
ト

を
返
信
さ
れ
た
方
や
定
期
的
な
通

院
な
ど
の
理
由
で
受
診
対
象
外
と

さ
れ
た
方
を
除
き
ま
す
）

※
平
成
21
年
４
月
２
日
以
降
に
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入
さ
れ

た
方
は
、
今
回
の
勧
奨
の
対
象
と

な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

※
年
に
1
回
は
健
康
診
査
を
受
診

し
て
、
糖
尿
病
な
ど
の
生
活
習
慣

病
の
早
期
発
見
、
早
期
治
療
や
予

防
を
図
り
、
健
康
な
毎
日
を
送
る

た
め
に
、
健
康
診
査
を
上
手
に
活

用
し
ま
し
ょ
う
。

■
問
い
合
わ
せ

　

健
康
増
進
課　

医
療
保
険
班

☎
０
８
２
０
（
７
７
）
５
５
０
２

ス
キ
ー
教
室
参
加
者
募
集

　

山
口
県
ス
キ
ー
連
盟
所
属
の

コ
ー
チ
に
よ
る
ス
キ
ー
指
導
も
あ

り
ま
す
。

■
日
時　

2
月
18
日
㈯

■
集
合
場
所
・
出
発
時
間

　

大
島
文
化
セ
ン
タ
ー
６
時
出
発

■
場
所　

め
が
ひ
ら
ス
キ
ー
場　

広
島
県
廿
日
市
市
吉
和

■
対
象
者　

幼
児
・
児
童
・
生
徒
・

学
生
・
保
護
者
・
一
般

※
幼
児
は
保
護
者
の
責
任
で
対
応

し
て
く
だ
さ
い
。

■
参
加
費　

・
小
学
生
以
下　

３
千
円　

・
中
学
生
以
上　

4
千
円

（
参
加
人
数
に
よ
り
減
額
有
り
）

■
別
途
費
用　

昼
食
・
リ
フ
ト
券
・

レ
ン
タ
ル
利
用
は
自
己
負
担

■
申
し
込
み
期
限　

２
月
3
日
㈮

■
主
催　

大
島
地
区
子
ど
も
会
育

成
連
絡
協
議
会
、
コ
コ
ロ
と
カ
ラ

ダ
健
究
会
、
大
島
郡
体
育
協
会
大

島
支
部
、
大
島
公
民
館

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

大
島
公
民
館

☎
０
８
２
０
（
７
４
）
５
３
０
０

海
技
免
状
更
新
講
習

　

小
型
船
舶
操
縦
免
許
証
の
有
効

期
限
は
５
年
で
す
。
有
効
期
間
満

了
日
の
１
年
前
か
ら
更
新
期
間
に

入
り
ま
す
。

※
小
型
船
舶
操
縦
士
で
、
有
効
期

限
を
過
ぎ
た
方
の
講
習
も
同
時
に

行
い
ま
す
。

※
海
技
士
の
免
状
を
お
持
ち
の
方

は
、
５
日
前
ま
で
に
必
ず
予
約
を

お
願
い
し
ま
す
。

■
講
習
日
時
　

　

１
月
29
日
㈰

　

受
付
開
始　

午
後
０
時
30
分
～

　

講
習
開
始　

午
後
１
時
30
分
～

■
場
所
　

　

久
賀
総
合
セ
ン
タ
ー

※
持
参
品
、
料
金
等
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

　

㈳
中
国
船
舶
職
員
養
成
協
会

☎
０
８
２
（
２
５
５
）
８
７
０
５

　
東
和
図
書
館
休
館
の

お
知
ら
せ

　

蔵
書
点
検
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

■
期
間

　

１
月
26
日
㈭
～
31
日
㈫

　

本
の
返
却
に
つ
い
て
は
、
玄
関
先

に
あ
る
返
却
ボ
ッ
ク
ス
を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
ま
す

が
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
　
東
和
図
書
館

☎
０
８
２
０
（
７
８
）
０
６
２
９

○
下
水
道
へ
の
接
続
（
排
水
設
備
工
事
）
は
お
済
み
で
す
か

　

台
所
、
風
呂
場
や
ト
イ
レ
な
ど
か
ら
流
さ
れ
る
汚
水
を
、
下
水
道
へ
排

除
す
る
た
め
の
宅
地
内
の
排
水
管
や
マ
ス
な
ど
を
排
水
設
備
と
い
い
ま

す
。
排
水
設
備
は
、
個
人
の
負
担
で
つ
く
り
、
管
理
し
て
い
た
だ
く
私
設

の
下
水
道
で
、
個
人
の
大
切
な
財
産
で
す
。

　

下
水
道
が
整
備
さ
れ
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
地
域
で
は
、
3
年
以

内
に
下
水
道
へ
の
接
続
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
排
水
設
備
工
事
は
、
排
水
設
備
指
定
工
事
店
で

　

周
防
大
島
町
で
は
、
排
水
設
備
工
事
に
必
要
な
専
門
的
な
知
識
と
技
術

を
持
っ
た
技
術
者
を
登
録
し
、
そ
の
技
術
者
の
い
る
工
事
店
を
、
排
水
設

備
「
指
定
工
事
店
」
と
し
て
指
定
し
て
い
ま
す
。
排
水
管
の
布
設
や
ト
イ

レ
の
改
造
工
事
が
、
正
し
く
行
わ
れ
な
い
と
配
管
が
詰
ま
っ
た
り
、
故
障

の
原
因
と
な
っ
た
り
し
て
、
日
常
生
活
に
支
障
が
生
じ
、
下
水
道
の
機
能

に
も
悪
影
響
を
与
え
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
必
ず
「
指
定
工

事
店
」
で
排
水
設
備
工
事
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

○
周
防
大
島
町
排
水
設
備
指
定
工
事
店
の
新
規
登
録
受
付

　

町
で
は
公
共
下
水
道
事
業
、
農
業
集
落
排
水
事
業
及
び
漁
業
集
落
排
水

事
業
の
排
水
設
備
工
事
に
つ
い
て
指
定
工
事
店
制
度
を
採
用
し
て
い
ま

す
。

　

新
規
登
録
を
希
望
す
る
工
事
店
は
、
受
付
期
間
内
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。
受
付
期
間
外
の
申
請
は
受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
ご
了

承
く
だ
さ
い
。

■
受
付
期
間　

　

2
月
1
日
㈬
～
29
日
㈬

■
指
定
手
数
料
（
指
定
店
証
受
け
渡
し
時
に
納
付
）

　

１
件
に
つ
き
８
０
０
０
円

■
指
定
期
間

　

平
成
24
年
4
月
1
日
～
平
成
25
年
3
月
31
日

■
申
請
・
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課　

☎
０
８
２
０
（
７
９
）
１
０
１
１

上
下
水
道
課
か
ら
の
お
知
ら
せ


